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The Reference Books of Nagasaki Normal School
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Abstract: Nagasaki normal school was founded in Meiji 7, and was abolished in Meiji 11.　
According to the library catalogue, Nagasaki normal school possessed about 50,000 volumes 
when it was closed.　Those books were classified into the textbooks of the elementary 
school, the textbooks of the normal school, the reference books, and the foreign books.　In 
this paper, I clarified about the contents of the reference books.　The reference books 
consist of about 930 kinds of Chinese books and Japanese books.　Japanese books are 
divided into the books of the Edo period and Meiji era.　Chinese books consist of about 
160 kinds of 3,000 or more volumes.　The books of the Edo period consist of about 250 
kinds of about 3,000 volumes.　The books of Meiji Era consist of about 500 kinds of about 
3,000 volumes.　There are many books of Japanese history.　The contents of the books of 
the Meiji era are various.
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はじめに

　1874（明治７）年に第五大学区に設立された官立長
崎師範学校は，1878（明治11）年２月の廃校までに
154名の卒業生1）を輩出することによって，九州地方
における教育普及に貢献し，小学校教員養成機関のモ
デルとなったと評価されている2）。短命に終わったと
はいえ，濫觴期の教員養成のあり方をうかがうことの
できる事例として貴重である。
　官立長崎師範学校の実態を示す史料は乏しいが，現
在確認されているところ，地方の官立師範学校のなか
で蔵書目録が残されているのは長崎だけである。旧蔵
書も一部ではあるが，まとまって残る。そこで，本研
究は，官立長崎師範学校の蔵書分析を通して，初期の
教員養成校に期待された機能・役割について明らかに
しようとするものである。すでに官立長崎師範学校蔵
書の概要については前稿で明らかにした3）。本稿は，
官立長崎師範学校蔵書のなかで「参考書」と称された

書籍群について，その内実を明らかにするとともに，
蒐集経緯を検証することを目的とするものである。
　本稿で主として使用する史料は，旧官立長崎師範学
校の蔵書の一部と，蔵書目録，諸規則・教則である4）。
蔵書は，同校閉鎖ののち長崎県師範学校へと引き継が
れたが，現在その多くは失われてしまった。残存する
ものは，長崎大学附属図書館によって保存管理されて
いる5）。蔵書目録は，「旧長崎師範学校洋書目録」「旧
長崎師範学校蔵書器目録」「旧長崎師範学校蔵書目録」
の三種類が，設備・備品の目録や附属小学校の蔵書目
録などとともに合冊されている。蔵書目録は，官立長
崎師範学校閉鎖時に，設備や備品を長崎県の師範学校
に引き継ぐために作成されたものと考えられる。諸規
則・教則には長崎師範学校書籍局規則が含まれてお
り，蔵書の管理方法がうかがえる。
　蔵書目録に掲載された冊数・点数は，「旧長崎師範
学校洋書目録」が699冊，「旧長崎師範学校蔵書器目録」
が27,818点，「旧長崎師範学校蔵書目録」が10,599冊，「旧
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長崎師範学校附属小学校蔵書器目録」が10,566点であ
る。『文部省第六年報』によれば，1878（明治11）年
の官立長崎師範学校蔵書の内訳は，「洋書」696冊，「教
科書」27,881冊，「参考書」9,907冊，「小学校用書」
10,499冊であり，それぞれが上記の各目録中の書籍に
相当すると考えられる。長崎師範学校書籍局規則が
1875（明治８）年1月に制定されていることから，当
時から書器縦覧所が設けられ，これらの書籍が教員や
生徒の閲覧に供されていたことがうかがえる。
　以下，第１節において，「旧長崎師範学校蔵書目録」
と約2,900冊の現存書籍をもとに，「参考書」9,907冊の
内容を明らかにする。第２節では，現存書籍に残され
た印記をおもな手掛かりに「参考書」の蒐集経緯につ
いて検証する。

１　「参考書」の内容分析

　「旧長崎師範学校蔵書目録」（以下「目録」と略す）は，
「箱入之部」が第１～50号，「端本之部」が第１・２号
の合計52に分けられ，それぞれに書名・冊数・部数が
記載されている。「箱入之部」第１号の冒頭部分の記
載様式は以下のとおりである（（印）の部分には「廣田」
という朱印が押されている）6）。
　一増訂史記評林　　　（印）全五拾冊　（印）壱部
　一補刻漢書評林　　　（印）全五拾冊　（印）壱部
　一後漢書　　　　　　（印）全六拾冊　（印）壱部
　一三国志　　　　　　（印）全四拾冊　（印）壱部
　一国語定本　　　　　（印）全六冊　　（印）壱部
　書籍は，その内容分類によって箱を分けて保管され
ていたようである。まず，漢籍と和書が区別され，さ
らにそれぞれが時代や内容によって分けられている。
和書は江戸時代のものと明治期の発行物とに大別され
ている。号（箱）によっては，漢籍と和書が，あるい
は江戸時代と明治期のものが混在している。「箱入」
という保管方法は書器縦覧所で恒常的におこなわれて
いたとは限らない。先述したように，本目録は官立長
崎師範学校が閉鎖される際に作成されたと考えられる
ので，移管作業の過程で箱詰めされた可能性もある。
ただ，目録によれば，ひとつの箱に和装本あるいは綫
装本が300冊から400冊程度入れられていた点や，各号

（箱）の内容分類が整っていることから，移管作業の
ためというより書器縦覧所での保管状態を示すものと
とらえるのが妥当だろう。
　表１は，目録中の「参考書」の冊数や分類をまとめ
たものである。目録に記載された書名を研究機関の提
供するデータベースによって検索し，書籍を特定し
た。漢籍については漢籍データベースと国立国会図書

館の蔵書検索を併用し，江戸期の和書については国文
学研究資料館の日本古典籍総合目録データベースに
よって検索をおこなった。明治期刊行物については国
立国会図書館の蔵書検索を利用した。検索で書籍を特
定する場合には書名と刊行年を手掛かりとした。官立
長崎師範学校が1878（明治11）年２月に閉鎖されたこ
とから，原則的に同時期を刊行年の下限とした。書籍
が現存する場合には編著者名や形態などの情報も利用
した。
　表１によれば，書籍927種の75％が１部ずつで，残
りは書籍一種につき２部から51部の所蔵となってい
る。10部以上を所蔵していた書名とその部数をあげれ
ば，『小学日本文典』（25部），『会議弁』（30），『日本
地名字引』（35），『大清三朝事略』（31），『新律綱領』（24），

『植学略解』（15），『修身教訓』（11），『経済小学』（25），
『小学教育論』（11），『教師必読』（11），『教育史』（11），
『立憲政体略』（35），『政体論』（10），『改正洋算例題』
（29），『養生篇』（51）などである。
　長崎師範学校書籍局規則によれば，「参考書」は書
器縦覧所で閲覧するのが原則であったが，複数部数が
所蔵されていた書籍については貸借が許されていた7）。
　漢籍は，第１・４～６・９・14・16・19・35・36・
43～48・50号にある。漢籍とみなされる書物は約160
種約3,400冊に達し，「参考書」全種類の約17％，同冊
数の約32％を占める。史部や子部が多いのが特徴的で
ある。第１・９・16・19号には，幕末から明治初めに
かけての和刻本が多く含まれる。
　第６号を中心として漢訳洋書8）が集められている。
表２に漢訳洋書と考えられる書籍をまとめた。現存し
ているものはその書籍をもとに，現存しないものにつ
いては『西学書目表』，国会図書館の蔵書検索，八耳
俊文の研究9）をもとに発行年や発行所を示した。和刻
本があることが明らかなものについてはその情報を示
した。幕末から明治初期にかけて漢訳洋書が日本にも
たらされたことが明らかにされている10）が，表２に
よれば官立長崎師範学校蔵書中の漢訳洋書で現存する
ものは和刻本が多い。
　江戸期に筆写あるいは版行された和書は，第２・
７・８号，第10～13・31号の一部，15・17・18・20・
27号に収められ，約250種類約3,300冊に及ぶ。第７・
８・10・15・18号は現存率が比較的高いが，現存する
ものには日記を中心として写本が多い傾向にある。
　明治期に発行された和書は，第３号，第10～13・31
号の一部，第21～26・28～30・32～34・49号，端本之
部にある。明治7年以降に発行されたとみなされる和
書は約300種にのぼり，全927種の３分の１を占める。
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表１　「参考書」の書名と冊数

註　（1）本表は「旧長崎師範学校蔵書目録」にもとづいて作成した。
　　（2）「書名」は目録中各号の最初と最後に記載されたものをあげた。
　　（3）現存書については，報告書（本文註（3））を参照。
　　（4）「江戸」とは江戸時代に筆写・版行された書物を意味し，「明治」とは明治期に発行された書物を示す。
　　（5）群書類従は江戸期か明治期か不明。
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表２　漢訳洋書

註（1） 典拠欄の略記は以下のとおり。国会：国会図書館蔵書検索，p.：八耳1999年目録中の頁，西学：『西学書 
目表』。

　（2） 『普法戦記』は管見の限り，明治11年10月刊行のものが最も古い。『西学書目表』には1895（光緒21）年発
行のものが掲載されている。

　（3）『四裔編年表』は1897（光緒23）年発行のものしか確認できない。
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２　「参考書」の蒐集経緯

（１）官立宮城師範学校蔵書の蒐集方法
　官立師範学校の蔵書がどのように蒐集されたのかに
ついては，『文部省第六年報』（明治11年）に記載され
た官立宮城師範学校図書一覧表が手掛かりになる。
　表３によれば，宮城師範学校における明治11年の蒐
集ルートには，「新規購求」と「本省下付」があった
ことがわかる。「新規購求」の和漢書は，在来部数に
比して約18.2％，在来冊数に比して約21.1％を占めて
いる。「本省下付」については，文部省からどのよう
な経緯でどのような種類の書籍が交付されていたのか
不明であるが，後述するように旧藩蔵書が含まれてい
た可能性がある。和漢書では「新規購求数」と「本省
下付数」の合計冊数が6,099冊に及んだにもかかわら
ず，「払下数」が13,942冊にも及んだため，前年比で7,843
冊の減少となっている。「払下」とはどこに払い下げ
られたものか不明である。官立長崎師範学校では生徒
に書籍を払い下げることが認められていた11）が，表３の
1万４千冊近くに及ぶ払下数は対生徒にしては多すぎる。
　宮城師範学校では，1877（明治10）年に図書庫を新
築し，庫内に縦覧場を設置して教育に関する書籍器械
から新聞雑誌などに至るまで約100点を蒐集して，教員
と生徒に縦覧させたという。「学校ノ良否ハ主トシテ教
員ノ良否ニ基キ其進歩及改良ハ教員自家ノ研究如何」
に関わるという認識のもとに，積極的な購入を進めて
いたことが『文部省年報』の記載からうかがえる12）。
　明治10年の宮城師範学校では，書籍器械の購入費と
して2,673円61銭４厘が充てられた。宮城師範学校の
明治10年度の校費は，歳入が31,687円28銭９厘で，歳
出が31,495円28銭であったから，書籍器械費は歳出の
約８.５％を占めていた。明治11年についても図書充実
策が継続されていたことが表３からうかがえる。

（２）明治初期の政府による集書過程
　官立長崎師範学校蔵書の蒐集経緯について，現存書
に残された印記を手掛かりに検証してみよう。蔵書印
は旧蔵者のものである可能性が高いためである。表４
に，印記のある書籍をあげた。そのほとんどは，江戸
期に版行，あるいは筆写された和書である。
　表４に見られる書籍が旧蔵者の手を離れて官立長崎
師範学校に入った経緯や理由を直接に明らかにしてく
れる史料は現在のところみつかっていない。ただ，明
治初期の政府による集書過程13）を追うことで，その
一端がうかがい知れる。
　明治３年４月５日，華族や諸藩に対して1863（文久
３）年以降の国事関連事績の記録の提出を命じた14）。
　明治４年４月８日の太政官布告第176号は以下のよ
うに呼びかけ，別紙として「古写本日本紀十五巻」以
下の通史や法制，有職故実に関する和書20点の目録が
添付されている15）。
　古書籍類別紙目録之通全部不存者並欠本等府藩県管
　内精細取調所蔵之者有之候ヘハ可申出事
　　但其他古本珍書等有之候ヘハ同様可申出事
　明治４年５月23日の太政官布告第251号は，「古今時
勢ノ変遷制度風俗ノ沿革ヲ考証シ候為メ」に各地方に
残る古器旧物類の品目や所蔵人名を官庁から差し出す
ように指示した16）。別紙として「祭器ノ部」以下31の
部に分けて品目を掲げている。そのなかに「古書籍並
古経文ノ部」がある。
　明治４年11月，文部省は各府県に旧藩蔵書の目録を
提出させた17）。以下のように通達したあとに別紙雛形
として提出すべき目録の様式を示している。
　従前於各地方公費ヲ以取設有之諸学校或ハ文庫病院
　等所ニテ所蔵ノ書籍並ニ古器奇物ノ類ニ至迄別紙雛
　形ノ通無遺失取調来申正月中可差出候事
　一書籍図画一枚摺ノ書画ニ至迄現今蔵版ノ箇所或ハ

表３　官立宮城師範学校図書一覧表

註　『文部省第六年報』明治11年，pp.326-327による。
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表４　印記のある書籍

註　解読不能な蔵書印の文字は□で示した。

□□
□
□
□
□

□

□

□

□

□□
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　姓名是亦別紙雛形ノ通無遺失取調来申正月中可差出候事
　明治５年９月25日，正院が『皇国地誌』編集を管轄
することになり，太政官布告第290号によって諸省府
県に対して関連書籍や地図類を差し出すように通達し
た18）。明治６年５月８日，太政官布告第149号で再び
地誌関係の図書を差し出すように指示した19）。同日，
太政官布告第153号によって，「皇親ノ御系ニ関係致シ
類ノ書籍所持ノ者ハ早々可差出事」との布告が出た20）。
　明治６年９月18日，太政官布告第320号によって，
次のように古典籍や古文書を所有している者は書籍館
へ申し立てるようにとの指示が出された21）。
　古典籍古文書等ノ考証ト相成ヘキモノ蒐集候ニ付各
　管内社寺学校及ヒ華士族平民等貯蔵ノ品仮令残冊欠
　本或ハ片紙タリトモ取調ヘ可差出，尤謄写之上返却
　候条先ツ書目ヲ以管轄庁ヲ経テ書籍館ヘ可申立，此
　旨布告候事
　　但献納イタシ度モノハ可願出且皇親御系並地誌関
　　係ノ書類ハ本年第百四十九号第百五十三号布告ノ
　　通可相心得事
　上記の政府による一連の集書策のなかで，文部省に
よる旧藩蔵書収集については西村正守・佐野力の研
究22）がある。それによれば，詳細は以下の通りである。
①明治４年11月　各府県に旧藩蔵書の目録を提出させた。
② 文部省は，各府県から提出された目録にもとづいて

採選した。朱円を施した書籍は追って指示するまで
保存し，それ以外は（文部省に伺い出たうえで）処
分差支えなしと指示した。

③ 上記の作業中に，東京書籍館から書籍交付申請を受
けたため，各府県に書籍提出を指示した。

④ 明治５年５月以後は，各府県から文部省への書籍処
分伺出を東京書籍館に廻付した。同館が独自に再採
選し，必要書籍の追加交付を受けた。同館は文部省
採選作業に追いつくと，独自に原書目から採選し，
文部省に交付を申請した。

⑤ 各府県から提出された書目は，文部省，東京書籍館，
正院修史局の間で往復されたが，特に書籍館と修史
局で利用の競合が起きた。

⑥ 東京書籍館への交付は明治８年８月から９年９月に
かけておこなわれた。

　明治４年11月の文部省達を受けた府県は目録を作成
した。『長野県教育史』には，飯山・須坂・上田・小諸・
岩村田・竜岡・高島・松本諸藩に関わる学校所蔵の書
籍や器械などを調査のうえ作成された目録が掲載され
ている。それらは，明治５年に長野県に報告された23）。
　岡山県に関しては文部省への対応のあり方を知るこ
とができる。同県では次のような経過をたどった24）。
　明治５年２月５日，文部省通達にもとづいて管内諸

学校所蔵書籍の目録を進達した。同年11月４日，太政
官達第290号にもとづいて，元岡山藩士編集による『吉
備温故』について届け出た。翌６年１月22日，『吉備
温故』全90冊を正院史官に進達した。
　明治８年３月５日，文部省へ明治５年２月に提出し
た管内学校蔵書目録が還付され，書目中に○印のある
ものについては保管し，その他の処分については伺い
出るべきことが通達された。８月３日，○印を付した
典籍を文部省へ輸送すべき通達があった。10月19日に
は文部省から，８月に輸送指示した典籍に追加して『玉
烟堂法帖』24帖も差し出すべき旨の再達があった。11
月12日，岡山県から文部省へ典籍を輸送した。その際，

「地誌編輯御用引用致居申ニ付御猶予相願候分，并先
般書上ノ節書損，尚現今所在不分明取調中之分等」は
輸送リストから除かれた。11月22日，岡山県は，文部
省からの明治８年３月の通達にもとづき，「当時難得
分据置，其余ハ売却致候テ当今入用之書籍買入申度」
と文部省に伺い出た。12月３日，文部省は，岡山県か
らの11月22日付伺に対して書籍売却を許可し，「売却
購求書目代価巨細相調，追テ可届出候事」を指令した。
　明治９年１月19日付で，岡山県から差し出された
150部の書籍が東京書籍館に交付された25）。
　愛知県の事例については，須田肇26）の研究がある。
須田によれば，愛知県は明治９年８月31日に次のよう
な伺を文部省に出している27）。
　旧藩々引継書籍不用之分売払之儀ニ付伺
　　県下旧藩々引継書籍書録之内朱点朱圏ヲ以テ御省
　　及愛知師範学校ヘ□（具）出，其余ハ当県適宜之
　　商店ヲ立更ニ伺出ヘク旨兼而御達□□□候ニ付，
　　参考上須要之書ヲ簡抜シ不用ニ属スル書籍払下右
　　価ヲ以テ本県師範学校必用之書籍ニ交換シ同校ヘ
　　備置致，依而此段相伺候也，
　この伺に対し，文部省は同年９月８日付で書籍の売
却を許可した。上の史料中の「県下旧藩々引継書籍書
録之内朱点朱圏」というのは，明治４年の文部省通達
に応じて愛知県が提出した旧藩所蔵目録中で文部省が
朱点を施した書籍を指すであろう。愛知県から差し出
された101部の書籍は，明治９年５月19日付で東京書
籍館に交付されている28）。注目されるのは，「県下旧
藩々引継書籍書録之内朱点朱圏」を施したものが文部
省だけでなく「愛知師範学校」に差し出されていたこ
とである29）。当時，愛知県下には官立愛知師範学校と，
県立愛知師範学校が併存していた。史料中の「愛知師
範学校」が官立を指し，「本県師範学校」が県立を指
すと解される。すなわち，愛知県においては旧藩蔵書
が文部省と官立愛知師範学校に分けて差し出されたこ
とが明らかである。　 
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　この愛知県の事例に即して考えれば，長崎県におい
ても同県が文部省に提出すべく作成した管内諸学校所
蔵書籍目録に収載された書籍の一部が，官立長崎師範
学校に入れられた可能性がある30）。しかし，表４でみ
る限り現存する書籍には長崎県に関連する旧蔵者の蔵
書印はみられない。
　表４によれば，官立長崎師範学校蔵書中には，桑名
藩立教館，水口藩翼輪堂，宮津藩礼譲館などの藩校の
蔵書が入っていたことが知れる。桑名藩校立教館旧蔵
書については朝倉治彦の研究がある31）。その他の諸藩
校蔵書が明治４年11月の文部省の通達に応じて差し出
されたかどうかは不明である32）。
（３）印記からみた蒐集経緯
　表４に示した蔵書印によって旧蔵者が明らかになっ
たのは，先述した藩校のほかに次のような藩や大名な
どがある33）。
　藩に関する蔵書印として，「白河」「白河文庫」「桒名」

「桒名文庫」がある。いずれも伊勢国桑名藩主松平家
の蔵書印だが，陸奥国白河藩に移封され 1823（文政６）
年に再び桑名に戻るまでの時代（定賢・定邦・定信・
定永の４代）は「白河」が入った蔵書印を使用した。
　大名・旗本の蔵書印に，内藤義泰の「牘庫」，堀直
格の「堀氏／文庫」，朽木綱泰の「朽木文庫」，間部詮
勝の「水山文庫」，松平定信の「楽亭文庫」がある。
内藤義泰は，1670（寛文10）年に磐城国平藩藩主となっ
た。堀直格は，信濃国須坂藩主堀直皓の男にあたる。

『扶桑名画伝』を著わし，国学者黒川春村に『歴代残
闕日記』を編修させるなど，文芸に関心が高かった。
蔵書家としても知られる。朽木綱泰は旗本で，３万巻
余の蔵書があったという34）。間部詮勝は，越前鯖江藩

第７代藩主で，幕末に老中首座を勤めた。松平定信は，
陸奥国白河藩主であり，老中首座を経て1788（天明８）
年に将軍補佐となり，寛政の改革を主導した。著作が
多く，蔵書家としても知られる。
　儒者や右筆の蔵書印として，林昇（学斎）の「溝東
精舎」，森尹祥の「根津文庫」がある。また，「対梅宇
主／萩原乙彦／蔵于俳書／二酉精舎」は，戯作者萩原
乙彦の蔵書印である。
　上記のなかで，堀直格の蔵書については，明治６年
の政府の呼びかけに応じて献納されたことが恵光院白
によって明らかにされている35）。そこで堀直格の献納
本リストを探したが，官立長崎師範学校蔵書となった

『三秘集』『筆塚』『諸例類纂』は見られない。また，献
納以前の幕末に作成されたと考えられる堀直格の蔵書
目録「花屋書院略目録」や「常磐園蔵書目録」（いずれ
も国立国会図書館所蔵）にも当該３冊はない。「花屋書
院略目録」花鳥風月４冊のうち風が欠本であるため見
られなかった。そこに記載されている可能性はある。
　堀直格以外の大名について「浅草文庫献納書目」（東
京国立博物館資料館所蔵）を見たが，献納した事実は
確認できなかった。朽木綱泰蔵書に関しては，『板倉・
朽木・大久保家蔵書目録』で確認したところ，『左経記』
20巻を所蔵していたようだが，それと表４の『左経記』
が同一か否かは不明である。
　松平定信に関しては，その蔵書印である長朱印「楽
亭文庫」（二重枠）が『中右記』に捺されているが，
藩や藩校の蔵書印もともに捺されている。『小右記』『吏
部王記』にも，丸朱印「桒名」（縦書），長朱印「桒名
文庫」（二重枠），丸朱印「白河」（横書），長朱印「白
河文庫」（二重枠），長朱印「立教館／図書印」などの

表５　官立長崎師範学校蔵書中の松平家関連書籍

註　 浴恩園文庫書籍目録：『松平定信蔵書目録一』pp.47-48。白河文庫全書分類目録：『松平定信蔵書目録二』p.89・p.92。
　　旧藩書交付書目（文部省から東京書籍館への交付書目）：西村正守・佐野力1973年 p.49。
　　国会図書館現蔵冊数：国立国会図書館古典籍資料室所蔵。
　　官立長崎師範学校蔵書目録：「旧長崎師範学校蔵書目録」の記載による。
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官立長崎師範学校蔵書中の「参考書」

松平家関連の蔵書印が複数押されている。
　松平定信の蔵書目録には「白河文庫全書分類目録」
と「浴恩園文庫書籍目録」があり，高倉一紀によれば
前者は「藩校蔵書としての公的な観点から」，後者は「個
人蔵書としての私的な関心から集積された」36）という
が，三重県から提出され東京書籍館に入れられた書籍
には両目録中のものが混在している37）。冊数から判断
して表５に示したように，「浴恩園文庫書籍目録」中
の『中右記』と「白河文庫全書分類目録」中の『小右
記』『吏部王記』が官立長崎師範学校に入れられた可
能性が高いが，その経緯や理由は不明である。

おわりに

　本稿で述べてきたことをまとめると以下のようにな
る。官立長崎師範学校の「参考書」は，授業で直接使
用するわけではなく，教員や生徒の研究のために蒐集
され，閲覧に供されていた。
　新本のほかに，写本を中心として古書も入れられて
いた。漢籍と和書の種類の比率はおよそ１対５であ
る。和書は，江戸時代に筆写あるいは版行されたもの
が，種類のうえで明治期発行物の半分程度を占める。
内容は，歴史関連が多い傾向にあるが，ほかにも多岐
にわたる。また，西洋情報を漢訳洋書や翻訳書を通じ
て受容しようとする意図がうかがえる。　
　入手方法について直接的に明らかにできる史料はな
いが，宮城師範学校の事例から勘案すると，明治初期
に発行された新本を購入することはもちろんだが，文
部省から古書の交付も受けていたと考えられる。印記
からうかがえる古書の旧蔵者には藩校や大名などが含
まれていた。明治初期に正院史官や文部省を中心とし
て，旧藩蔵書の差し出しや蔵書家からの献納などの方
途により書籍の蒐集を図っていたから，その過程で交
付された可能性もある。
　しかし，文部省が諸藩蔵書中から採選した書籍の目
録中に，官立長崎師範学校蔵書中の書籍は見られな
かった。採選された書籍以外のものが追加で文部省に
提出され，それらが同校に交付された可能性もある。
あるいは，文部省に提出されなかった藩蔵書が処分さ
れ，それが巡って官立長崎師範学校に入ったものかも
しれない。
　旧大名蔵書については，献納された書籍が文部省管
轄下の学校に交付されたことを示す史料すら確認でき
ず，その接点は明らかにできなかった。
　官立長崎師範学校に限ると史料的限界があるため，
今後は，他の官立師範学校の事例に拡大して調査して
いく必要がある。

【註】

１）『文部省年報』による。『文部省報告』では125名
となっている。

２）平田宗史「官立長崎師範学校」『福岡教育大学紀要』
32-4，1982年，pp.109-120。

３）鈴木理恵「官立長崎師範学校の蔵書」『広島大学
大学院教育学研究科紀要第三部教育人間科学関連領
域』60，2011年，pp.17-26。鈴木理恵『官立長崎師
範学校蔵書に関する報告書』（平成20～22年度科学
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告書），研究代表者若尾政希，2010年。
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範学／校図書之印」（／は改行を示す）の印記をも
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６）本稿では書名や史料中の旧字体・異体字を，それ
ぞれ新字体・通用字に変えた。

７）長崎師範学校書籍局規則第九条に「参考ノ爲メ要
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８）漢訳洋書については，岩田高明が「17世紀から19
世紀中期にかけて，西洋人が口述し中国人が筆記し
た書籍，および西洋の書籍・雑誌・新聞等を中国人
が翻訳・訳述した書籍」（「漢訳洋書の西洋教育情報
―『瀛環志略』『地球説略』『地理全志』の分析を中
心にして―」安田女子大学編『安田女子大学大学院
開設十周年記念論文集教育学編』安田女子大学，
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白帝社，1999年，pp.181-241。
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2000年，pp.61-74（のちに『和製漢語の形成とその
展開』，2001年に収載）。松浦章「幕末明治期におけ
る漢学受容の変容―漢譯西洋書の受容―」，『アジア
文化交流研究』５，2010年。

11）長崎師範学校書籍局規則第14条に「書籍払下願出
候者アル節ハ元価ヲ以テ可払渡事」とある。



鈴木　理恵

― 20 ―

12）『文部省第五年報』明治10年，pp.411-412。
13）政府による書籍収集については，以下を参考にし

た。西村正守・佐野力「東京書籍館における旧藩蔵
書の収集」『図書館研究シリーズ』15，1973年，
pp.1-79。広瀬順晧「大名家・藩校の典籍と記録三
　明治維新と藩校の蔵書」，『日本古書通信』909，
2005年，pp.22-23。恵光院白「堀直格の著編とその
蔵書目録群の相貌（稿）―堀誠斎（？），“花廼家文
庫”，献納書籍群，「常磐園蔵書目録」―」，『文献探
索』2007，2007年，pp.108-142。

14）第267～第269，内閣官報局編『法令全書明治３年』
内閣官報局，明治20年，p.166。

15）内閣官報局編『法令全書明治４年』内閣官報局，
明治21年，p.141。

16）前掲註（15），pp.217-221。
17）前掲註（15），p.900。
18）内閣官報局編『法令全書明治五年』内閣官報局，

明治22年，p.200。
19）内閣官報局編『法令全書明治六年』内閣官報局，

明治22年，p.199。
20）前掲註（19），p.200
21）前掲註（19），p.479
22）西村正守・佐野力，前掲註（13）論文。
23）長野県教育史刊行会編『長野県教育史第七巻史料

編一』長野県教育史刊行会，1972年。
24）「図書目録」，岡山県立記録資料館編『岡山県記録

資料叢書３　岡山県史料三』，岡山県立記録資料館，
2008年，pp.149-158。「図書目録」は，岡山県所蔵
の典籍図画に関して，文部省へ逓送した品目やその
余を処分した顛末，明治庚午～８年に官許を経て出
版した書目などを記録した史料である。

25）西村正守・佐野力，前掲註（13）論文，p.17。
26）須田肇「旧尾張藩書籍の引き継ぎと払い下げ―師

範学校から民間へ―」，『徳川林政史研究所研究紀要』
36，2002年，pp.125-155。

27）須田肇，前掲註（25）論文，p.127。須田によれば，
この史料は「旧名古屋税務監督局所蔵史料」のうち
X70-43「旧藩引継書籍一件綴」（明治十年新製／第
五課庶務）で，「おそらくは愛知県庁文書」（同論文，
p.131）という。筆者は原史料を未見である。

28）西村正守・佐野力，前掲註（13）論文，p.18。
29）須田は，「県下旧藩々引継書籍書録」を旧藩から

愛知県に引き継がれたものと，「愛知師範学校」を
愛知県師範学校と誤解している（前掲註（25）論文，
p.127）。

30）参考のために，岡山・愛知・長崎県が文部省に提
出した管内諸学校所蔵書籍目録に掲載されていた原

部数と，文部省による採選部数，東京書籍館への交
付部数および交付年月日は以下のとおりである。

　岡山県　 明治９年１月19日交付150 ／採選208 ／原
3200 

　長崎県　明治９年３月20日交付５／採選49 ／原2650
　愛知県　 明治９年５月19日交付101 ／採選138 ／原

2900
31）朝倉治彦「桑名藩校立教館旧蔵書の調べ（藩校文

書研究の内）」『四日市大学論集』２―１，1989年
32）『日本教育史資料一』のなかで，藩校蔵書の処分

やゆくえに関する記載があるのは以下の諸藩であ
る。文部省へ提出されたほか，各県に納付された場
合があったことがわかる。

　旧大溝藩：蔵書ハ明治八年文部省へ進達スルモノヽ
　外同省ノ裁可ヲ経テ総テ売却ス依テ不詳
　旧飯山藩：蔵書類ハ廃県ノ際長野県ヘ残ラス引渡ス
　旧小諸藩：蔵書目次ハ廃藩ト共ニ散失挙ル嶂能ハス
　旧沼田藩：蔵書ハ普通経書史類藩主ヨリ寄附ノ分モ
　有之処廃校ニ付群馬県ヘ上納セリ
　旧中村藩：蔵書数千巻アリタレトモ悉ク旧磐前県ヘ
　納付ス，其種類部数今得テ詳ニシ難シ
　　旧桑名藩学校については「蔵書ハ和書百八十一部

漢書百四十部」，旧水口藩学校については「蔵書ノ
種類部数ハ別ニ掲ク」とあるのみである。

33） 蔵書印については，以下の文献を参考にした。『図
書寮叢刊書陵部蔵書印譜上下』，宮内庁書陵部，
1996年，1997年。国立国会図書館『人と蔵書と蔵書
印―国立国会図書館所蔵本から―』，雄松堂出版，
2002年。

34）朝倉治彦監修『板倉・朽木・大久保家蔵書目録第
２巻朽木文庫書目』，ゆまに書房，2004年。

35）恵光院白編「堀直格・花家文庫旧蔵書のうち明治
07/1874政府への献納，以後の目録―国立公文書館・
内閣文庫にて閲覧可能な書籍―」，『文献探索人』
2010，2010年。

36）高倉一紀「解題」，朝倉治彦監修『松平定信蔵書
目録第１巻』，ゆまに書房，2005年，p.v。

37）西村正守・佐野力，前掲註（13）論文に付された
三重県から差し出された書籍目録（pp.48-51）と，「白
河文庫全書分類目録」「浴恩園文庫書籍目録」を照
合すると，両目録中の書籍が混在して文部省に提出
されていることがわかる。
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般化のために」（研究代表者若尾政希）の成果である。


